
「広域化・共同化計画」の策定について

○ 持続可能な下水道事業の運営に向け、「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」（H29.12決
定）において、全ての都道府県におけるR4年度までの「広域化・共同化計画」策定を目標として設定。
○ 都道府県に対して、関係4省(総務省、農水省、国交省、環境省)連名にて下記2点を要請(H30.1.17)。
・全ての都道府県におけるR4年度までの「広域化・共同化計画」策定
・H30年度早期の管内全市町村等が参加する検討体制構築

都道府県構想

●汚水処理の役割分担
●整備・運営管理手法を定めた整備計画

広域化・共同化計画
●連携項目（ハード・ソフト）/スケジュール
等を記載

・長期的（20～30年）な整備・運営管理内容

・短期的（５年程度）、中期的（10年程
度）な実施計画
・長期的な方針（20～30年）

【広域化・共同化計画の位置付け】

○ 都道府県構想を構成する「整備・運
営管理手法を定めた整備計画」の一
部とする。

下水汚泥の共同処理

維持管理業務の共同化 ICT活用による集中管理

施設・処理区の統合
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汚水処理集約化のイメージ
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【広域化・共同化のイメージ】
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京都府における広域化・共同化の取組

○ 京都府では、平成30年度に全市町村との勉強会を２回開催（10/30、3/19）。令和元年度は各ブ
ロック会議を開催しており、事業運営上の課題共有などを実施しているところ。
○ 都道府県構想の改定（令和４年度）にあわせて広域化・共同化計画を策定。

＜京都府における検討体制のイメージ＞

・現状分析
・意向調査
・ブロック割

導入検討（R１～）
・課題の共有
・検討課題整理
・メニュー案提案
・マッチング検討・効果検討

個別検討（R２～）

・計画位置づけに向けた各種検討
・関係団体等との調整
・ロードマップ

計画策定
（R３～)

とりまとめ
及び
進捗管理

都道府県
構想に

反映（R4～）

検討体制（H30実施）

＜業務の進め方＞

全体会議
各ブロック検討状況の報告
令和２年上半期予定

ブロック(北部)
令和元年8/27、11/28
実施

ブロック(中部)
令和元年11/26
実施

ブロック(南部)
令和元年11/12実施

A市⇔B町

Ｃ市⇔Ｄ市⇔Ｅ市

府⇔F町

情報共有

検討結果

個別調整

都道府県構想へ反映
（水洗化総合計画）

広域化・共同化計画の策定

※京都府は仲介役・調整役として議論を後押しするととも
に、流域下水道事業を所管するプレイヤーとして参画。



・対象となる連携メニューへの参画

京都府（調整役）

京都府広域化・共同化会議
（全体会議・ブロック会議）

適宜実施

府内市町村（府流域含む）

個 別 検 討

検討会（個別）

・連携メニューごとの対象市町村単位
（既に検討中のものは既存の枠組みを活用）

・個別検討の進捗状況報告
・連携メニューの提案（新規・変更・廃止）
・広域化・共同化計画（案）の提案（策定・見直し）
・他府県事例紹介

・連携メニューの提案（新規・変更・廃止）

【役割】
・連携メニューの決定・見直しの合意形成
・広域化・共同化計画策定・見直しの合意形成
・情報共有（進捗管理・他府県事例等）

・相互情報提供

・連携メニューごとに具体的な検討を実施

連携メニュー：府が推進する広域化・共同化の取組（市町村の意見を基に、選定し、検討に着手するもの）※６テーマ１３項目
広域化・共同化計画：府が広域化・共同化の取組の検討状況をとりまとめ、都道府県構想の一部として位置づけるもの

府又は市町村による事業推進
点検・進捗管理

・連携メニューの検討開始
・連携メニューの見直し

☞連携メニューの個別検討を進め、合意形成まで至ったものを広域化・共同化計画に位置づけ

京都府 広域化・共同化の取組 フロー図




